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「インフルエンザによる出席停止」について（お知らせとお願い） 

 インフルエンザにかかった時は、保育園の規定により、本人の早期回復と他児童への感染を防ぐため

に出席を停止するなどの処置をとるようにしております。 

 再登園する際は、「医師の意見書」が必要になりますので、保育園のホームページからダウンロード

していただくか、保育園まで申し出ていただければ用紙をお渡しいたしますので、お医者様に一筆書い

ていただき、登園する際に提出してください。（裏面を参考になさってください） 

 

感染症名 出席停止期間 

インフルエンザ 

○ 発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで 

※ 「発症した日」とは、医療機関で診断された日ではなく“インフルエンザ様症

状（発熱等）が始まった日”です。 

※ 受診される際、発症日や登園再開日などについて確認し、「医師の意見書」に

記入をお願いしてください。 

※ 経過には個人差があり、体調によっては重症化したり合併症を引き起こしたり

する場合もあります。療養機関中は医師の指示に沿って療養し、必要な場合は

医療機関にて受診してください。 

 

 

よろしければ、下記の表をご利用ください。 

体温記録表 

 発症日 

0 日目 
1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 8 日目 

月日 / / / / / / / / / 

午前 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

午後 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

 

 



（参考）インフルエンザ出席停止期間について 

 

※ 発症日は「0 日目」とカウントし、 

発症日を含めて最低でも 6 日間は出席停止となります。 

インフルエンザの出席停止期間 早見表 


